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1. 事業者の名称及び住所 
 

事業者の名称  ：公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会 

代表者の氏名  ：会長 十倉 雅和 

事務所の所在地 ：大阪市住之江区南港北一丁目 14番 16号 

 

図書作成の受託者 

株式会社 パスコ 

代表取締役社長 高橋 識光  

東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 

 

2. 対象事業等の名称、目的及び内容 
2.1 事業の名称等 

事業の名称  ：2025年日本国際博覧会 堺万博Ｐ＆Ｒ※１駐車場 

事業の種類  ：駐車施設（2,000台以上）の設置 

事業地の位置 ：堺市堺区築港八幡町地内及び匠町地内（図 2.2.1～図 2.2.2参照） 

 

※１：Ｐ＆Ｒ（パークアンドライド）とは、出発地からは自動車を利用し、途中で電車やバスなどに乗り換えて目的地まで移動

する方式のことをいう。大阪・関西万博では、バスにより輸送を行った。 

 

2.2 事業の概要 

事業の概要は、表 2.2.1に示すとおりである。 

 

表 2.2.1 事業の概要 

項 目 概 要 

立
地
場
所
の
概
要 

位 置 堺市堺区築港八幡町地内及び匠町地内 

区域面積 約91,000m2 

用途地域 工業専用地域 

地区計画 堺市南部大阪都市計画築港八幡地区地区計画（一部の範囲） 

施
設
の
概
要 

主要用途 駐車施設 

駐車台数 2,000台 

供用期間 2025年４月13日から2025年10月13日まで 

来場者数 万博会場： 

約2,902万人 想定：約2,820万人(日来場者22.7万人/日) 

事業地（堺万博Ｐ＆Ｒ駐車場）： 

 約139,000台（駐車台数：2,000台） 
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図 2.2.1 事業地位置図（1/2） 

  

S=1：250,000 

関西国際空港 

2025 年日本国際博覧会会場 

 

堺万博Ｐ＆Ｒ駐車場 

堺市 

大阪市 

神戸空港 

舞洲万博Ｐ＆Ｒ駐車場 

事業地 

(この地図は国土地理院の「電子地形(タイル)」を使用したものである。) 

尼崎万博Ｐ＆Ｒ駐車場 
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図 2.2.2 事業地位置図（2/2） 

  

S=1：50,000 

(この地図は国土地理院の「電子地形(タイル)」を使用したものである。) 

事業地       
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(1) 施設の配置 

施設の配置は、現況地形・施設等を活かした平面構造とし、図 2.2.3に示すとおりとした。 

 

 

※ 配慮計画書以降の検討で、事業地の範囲を一部変更した。 

 

図 2.2.3 全体施設配置図 

 

 

(2) 交通経路 

事業地から万博会場まで輸送するＰ＆Ｒシャトルバスルート、事業地へ来場及び退場する施設

利用車両の主要走行ルートは、三宝ＩＣを左折する北回りルートと三宝ＩＣ南側の臨港道路を経

由する南回りルートとの適切な分担について、関係機関との協議の結果、図 2.2.4及び図 2.2.5

に示すとおりとした。 

このため、施設の供用中において、Ｐ＆Ｒシャトルバスは、湾岸舞洲ＩＣから三宝ＩＣまでの

区間は阪神高速４号・５号湾岸線を走行し、三宝ＩＣから事業地までの区間については、来場方

向は南回りルート、退場方向は北回りルートで運行した。また、施設利用車両については、阪神

高速４号湾岸線・６号大和川線の三宝ＩＣの利用を促進するとともに、三宝ＩＣから事業地まで

の区間については来場・退場方向ともに北回りルートで誘導した。 

 

  

面積=約 9.1ha  駐車台数=2,000台 

面積=約 5.7ha  駐車台数=1,000台 

面積=約 3.4ha 

駐車台数=1,000台 

(この地図は国土地理院の「電子地形(タイル)」を使用したものである。) 

 

事業計画地 事業地 

臨港道路 第１駐車場 

第２駐車場 

築
港
八
幡
８
号
線

 

匠町北 築港八幡５号線 

海とのふれあい広場 

J-GREEN 堺 

堺浜一号公園 
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※ 主要走行ルートは、関係機関との協議の結果、本図面に示すとおりとした。 

 

図 2.2.4 事業地位置及び施設利用車両等の主要走行ルート図（1/2） 

 

S=1：100,000 

堺 2 区 

阪神高速湾岸線 

三宝ＩＣ 

三宝 JCT 

Ｐ＆Ｒシャトルバスルート 

（事業地⇔万博会場） 

2025 年日本国際博覧会会場 

舞洲万博Ｐ＆Ｒ駐車場 

事業地 

（堺万博Ｐ＆Ｒ駐車場） 

施設利用車両の主要走行ルート 

（事業地への来場及び退場） 

（高速道路） 

（一般道路） 

（高速道路） 

（一般道路） 

(この地図は国土地理院の「電子地形(タイル)」を使用したものである。) 

 

尼崎万博Ｐ＆Ｒ駐車場 

事業地   

万博関連施設 

（事業地周辺は次図参照） 
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※ 主要走行ルートは、関係機関との協議の結果、本図面に示すとおりとした。 

・Ｐ＆Ｒシャトルバス：来場方向は南回りルート、退場方向は北回りルートを走行 

・施設利用車両：来場・退場方向ともに北回りルートへ誘導 

 

図 2.2.5 Ｐ＆Ｒシャトルバス及び施設利用車両の主要走行ルート図（2/2）  

第２駐車場 

海山町７丁 

交差点 

松屋大和川通 

４丁交差点 

三宝出入口 

 

三宝ランプ前 

交差点 

(この地図は国土地理院の「電子地形(タイル)」を使用したものである。) 

施設利用車両 

事業地 

退場方向 

来場方向 

S=1：25,000 

回転場 

4 車線 

2 車線 

2 車線 

4 車線 

2 車線 

堺 2 区 

第２駐車場 

海山町７丁 

交差点 

松屋大和川通 

４丁交差点 

三宝出入口 

 

三宝ランプ前 

交差点 

(この地図は国土地理院の「電子地形(タイル)」を使用したものである。) 

Ｐ＆Ｒシャトルバス 

来場方向 

事業地 

退場方向 S=1：25,000 

回転場 

4 車線 

2 車線 

2 車線 

4 車線 

2 車線 

2 車線 4 車線 

堺 2 区 
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2.3 事業の目的 

(1) 2025年日本国際博覧会（略称「大阪・関西万博」）の開催 

本事業は、国際博覧会条約に基づき、2025年に大阪市において開催される「2025年日本国際

博覧会」の会場外にＰ＆Ｒ駐車場を設置するものである。 

2025年日本国際博覧会（以下「大阪・関西万博」と言う。）は、『いのち輝く未来社会のデ

ザイン』をテーマとしており、このテーマは、人間一人ひとりが、自らの望む生き方を考え、

それぞれの可能性を最大限に発揮できるようにするとともに、こうした生き方を支える持続可

能な社会を、世界が共創していくことを推し進めた。 

また、本万博は、2015年９月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための 2030ア

ジェンダ」にて記載された 2030年までの国際目標である「持続可能な開発目標（SDGs）」の達

成に貢献するものであった。 

さらに、本万博は、その会場を「未来社会の実験場」として、新たな技術やシステムを実証

する場と位置づけることで、多様なプレーヤーによるイノベーションを誘発し、それらを社会

実装していくための巨大な装置としていくことを目指した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(出典)2025 年日本国際博覧会（略称「大阪・関西万博」）基本計画（2020 年 12 月 公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会） 

※２：Society5.0：サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させたシステムにより、経済発展と

社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会（Society）。具体的には、IoT（モノのインターネット）、AI（人工知能）、

ロボティクス、ビッグデータ等の先端技術を活用して様々な世界的な課題を解決する超スマート社会の実現を目指す日本

の国家的な取組である。 

 

図 2.3.1 大阪・関西万博の事業構成 

※２ 
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(2) 輸送手段 

大阪・関西万博の想定来場者数 2,820万人の円滑な来場を実現するため、鉄道・道路・海路・

空路等の既存交通インフラを最大限活用することとし、各アクセスルートのバランスのとれた利

用を図るため、ICTを活用し、各種誘導施策を展開するとともに、適切なルートや混雑状況等の

情報を提供した。 

また、大阪府内の企業へ時差出勤やテレワークの活用を呼びかけ、ピーク時間帯の交通負荷の

軽減を図るとともに、鉄道やシャトルバスへの乗換が安全・円滑にできるよう、MaaS※３等の新し

い技術を積極的に取り入れながら、関係機関・事業者等と連携して混雑の解消に取り組んだ。 

一般の自家用車については、会場から概ね 15km 圏内に設ける万博Ｐ＆Ｒ駐車場でバスに乗り

換えるＰ＆Ｒ方式を採用し、夢洲への乗り入れは、原則として禁止し、会場周辺の交通混雑を回

避した。万博Ｐ＆Ｒ駐車場については、万博来場者の出発地の分布や来場ルート等から、舞洲、

尼崎、堺の３箇所に設置した。会場となる夢洲には、団体バス、駅シャトルバス、Ｐ＆Ｒシャト

ルバス及びタクシー等の乗降場となる交通ターミナル及び障がい者用駐車場を設置した。 

なお、愛知万博の実績を踏まえると、来場者は会期終盤に集中し、輸送機関のかなりの負荷増

大が想定された。このことから、入場券販売において、会期前半の料金割引入場券の販売等によ

る需要平準化策を実施した。また、これらの平準化策を実施すると日来場者数は当初想定してい

た 28.5 万人※４から２割低減する 22.7 万人※５と想定され、この値をベースに来場者輸送等の検

討を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※３：MaaS：Mobility as a Service の略。地域住民や旅行者一人一人の個々の移動ニーズに対応して、複数の公共交通やそれ以

外の移動サービスを最適に組み合わせて検索・予約・決済等を一括で行うサービス。観光や医療等の目的地における交通  

以外のサービス等との連携により、移動の利便性向上や地域の課題解決にも資する重要な手段となる。 

※４：開催期間のうち上位１割の平均日来場者数。 

※５：令和 5 年 6 月に入場チケットの券種及び価格が確定したことに伴い、日来場者数を 22.9 万人から 22.7 万人に見直した。 

(出典)「大阪・関西万博来場者輸送具体方針（アクションプラン）第５版」（2024 年 12 月、2025 年日本国際博覧会来場者輸送

対策協議会） 

 

図 2.3.2 輸送手段別想定来場者数 
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2.4 工事の概要 

2.4.1 工事工程 

大阪・関西万博の会期終了後には、堺万博Ｐ＆Ｒ駐車場の舗装及び施設等の撤去を行い、現状

復旧した。工事の全体工程は概ね表 2.4.1、解体工事の工程は表 2.4.2に示すとおりである。 

 

表 2.4.1 堺万博Ｐ＆Ｒ駐車場の工事工程表 

工事内容 2022 年度 2023 年度 2024 年度 2025 年度 2026 年度 

建設工事      

開催・供用期間      

解体工事（撤去・復旧）      

※    は今回の事後調査報告範囲 

 

表 2.4.2 解体工事の工事工程表 

主要工種 
2025 年度 

10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

第１駐車場       

 撤去工（看板・ガードレール等）       

 道路照明設備撤去       

 公道歩道乗入工       

 区画線撤去工       

 各種復旧工       

       

第２駐車場       

道路照明設備撤去       

舗装撤去工       

各種復旧工       

 

 

2.4.2 工事用車両走行ルート 

工事用車両の主要な交通経路は、図 2.4.1に示すとおりである。建設工事中と同じく、解体工

事中においても、主として阪神高速と幹線道路を使用するとともに、三宝ＩＣ付近から事業地ま

での区間については、関係機関との協議の結果、三宝ＩＣを左折する北回りルートを走行した。 



10 

 
※ 工事用車両の主要走行ルートは、関係機関との協議の結果、本図面に示すとおりとした。 

・阪神高速や幹線道路を利用して三宝ＩＣ付近へアクセス 

・三宝ＩＣ付近から事業地までの区間は北回りルートを走行 

 

図 2.4.1 工事用車両の主要走行ルート 

S=1：25,000 

工事用車両の主要走行ルート（高速道路） 

工事用車両の主要走行ルート（一般道路） 

(この地図は国土地理院の「電子地形(タイル)」を使用したものである。) 

事業地 
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2.5 環境保全のための措置 

本事業による環境保全措置を表 2.5.1～表 2.5.6に示す。 

 

表 2.5.1 環境保全措置(1/6) 

区分 環境保全措置の方針 環境保全措置の内容 

大気質 

・低公害バスの導入 

・万博会場と事業計画地を往復するＰ＆Ｒシャトルバス

は、国の低排出ガス認定を受けた新車の導入など低公害

型の車種を採用し、適切に点検・整備を実施する。また、

加速・減速の少ない運転やアイドリングストップなど運

転手へのエコドライブの励行、回送の少ない効率的な運

行を行う。 

・駐車場内における施設利用

車両の環境負荷の低減 

・駐車場内の施設利用車両に対して、アイドリングストッ

プの推進、空ぶかし防止等を呼びかける。 

・施設利用車両に対して案内看板等により敷地内を適切に

誘導する。 

・ 施設利用車両に対して駐車マスの一部に自家用車向け充

電器を設置する。 

・施設利用車両の交通量の抑

制・分散 

・公共交通機関の利用の呼びかけや、施設利用車両に関し

ては最寄りの阪神高速出口の利用を推奨し、推奨出口を

利用した来場者の駐車料金を相対的に引き下げる等のイ

ンセンティブを検討する。 

・ 予約時に万博Ｐ＆Ｒ駐車場の入庫時刻と退場する際のＰ

＆Ｒシャトルバスの乗車時刻を登録することにより、時

間帯ごとの予約枠を道路交通容量以下に抑えたものにす

る等、交通量の抑制・分散を図る。 

・建設機械の稼働や工事用車

両の走行における環境負荷

の低減 

・使用する建設機械は、可能な限り最新の排ガス対策型の

車種を採用し、適切に点検・整備を実施する。 

・工事の効率化・平準化により、工事用車両台数の削減、

建設機械の同時稼働や高負荷運転の回避に努める。 

・工事用車両の走行や建設機械の稼働にあたっては、過積

載の防止、積み荷の安定化、空ぶかしの禁止、アイドリ

ングストップの遵守等、適切な運行・施工を指導する。 

・工事用車両の走行ルートや時間帯は、道路規格、周辺道

路の状況、住居の立地状況等に配慮し、効率的で環境負

荷が小さくなるよう、計画的な運行管理を行う。 

騒音 

・低公害バスの導入 

・万博会場と事業計画地を往復するＰ＆Ｒシャトルバス

は、国の低排出ガス認定を受けた新車の導入など低公害

型の車種を採用し、適切に点検・整備を実施する。また、

加速・減速の少ない運転やアイドリングストップなど運

転手へのエコドライブの励行、回送の少ない効率的な運

行を行う。 

・駐車場内における施設利用

車両の環境負荷低減 

・駐車場内の施設利用車両に対して、アイドリングストッ

プの推進、空ぶかし防止、低速走行等を呼びかける。 

・施設利用車両に対して案内看板等により敷地内を適切に

誘導する。 

・ 施設利用車両に対して駐車マスの一部に自家用車向け充

電器を設置する。 
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表 2.5.2 環境保全措置(2/6) 

区分 環境保全措置の方針 環境保全措置の内容 

騒音 

・施設利用車両の交通量の抑

制・分散 

・公共交通機関の利用の呼びかけや、施設利用車両に関し

ては最寄りの阪神高速出口の利用を推奨し、推奨出口を

利用した来場者の駐車料金を相対的に引き下げる等のイ

ンセンティブを検討する。 

・ 予約時に万博Ｐ＆Ｒ駐車場の入庫時刻と退場する際のＰ

＆Ｒシャトルバスの乗車時刻を登録することにより、時

間帯ごとの予約枠を道路交通容量以下に抑えたものにす

る等、交通量の抑制・分散を図る。 

・建設機械の稼働や工事用車

両の走行における環境負荷

の低減 

・使用する建設機械は、可能な限り最新の低騒音型の車種

を採用し、適切に点検・整備を実施する。 

・工事の効率化・平準化に努め、工事用車両台数の削減、

建設機械の同時稼働や高負荷運転の回避に努める。 

・工事用車両の走行や建設機械の稼働にあたっては、過積

載の防止、積み荷の安定化、制限速度の遵守、空ぶかし

の禁止、アイドリングストップの遵守等、適切な運行・

施工を指導する。 

・工事用車両の走行ルートや時間帯は、道路規格、周辺道

路の状況、住居の立地状況等に配慮し、効率的で環境負

荷が小さくなるよう、計画的な運行管理を行う。 

振動 

・低公害バスの導入 

・万博会場と事業計画地を往復するＰ＆Ｒシャトルバス

は、国の低排出ガス認定を受けた新車の導入など低公害

型の車種を採用し、適切に点検・整備を実施する。また、

加速・減速の少ない運転やアイドリングストップなど運

転手へのエコドライブの励行、回送の少ない効率的な運

行を行う。 

・駐車場内における施設利用

車両の環境負荷低減 

・駐車場内の施設利用車両に対して、アイドリングストッ

プの推進、空ぶかし防止、低速走行等を呼びかける。 

・施設利用車両に対して案内看板等により敷地内を適切に

誘導する。 

・車両乗り入れ時の振動抑制 
・施設利用車両及び工事用車両の出入口は、可能な限り段

差を低減し、振動の発生抑制に努める。 

・施設利用車両の交通量の抑

制・分散 

・公共交通機関の利用の呼びかけや、施設利用車両に関し

ては最寄りの阪神高速出口の利用を推奨し、推奨出口を

利用した来場者の駐車料金を相対的に引き下げる等のイ

ンセンティブを検討する。 

・ 予約時に万博Ｐ＆Ｒ駐車場の入庫時刻と退場する際のＰ

＆Ｒシャトルバスの乗車時刻を登録することにより、時

間帯ごとの予約枠を道路交通容量以下に抑えたものにす

る等、交通量の抑制・分散を図る。 

・建設機械の稼働や工事用車

両の走行における環境負荷

の低減 

・使用する建設機械は、可能な限り最新の低振動型の車種

を採用し、適切に点検・整備を実施する。 

・工事の効率化・平準化により、工事用車両台数の削減、

建設機械の同時稼働や高負荷運転の回避に努める。 

・工事用車両の走行にあたっては、過積載の防止、積み荷

の安定化、制限速度の遵守等、適切な運行を指導する。 

・工事用車両の走行ルートや時間帯は、道路規格、周辺道

路の状況、住居の立地状況等に配慮し、効率的で環境負

荷が小さくなるよう、計画的な運行管理を行う。 
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表 2.5.3 環境保全措置(3/6) 

区分 環境保全措置の方針 環境保全措置の内容 

土壌汚染 

・関連法令に基づく、工事着

手前の関係機関との協議、

手続きの実施 

・大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく要届出管

理区域内において土地の形質変更をする場合は、同条例

第 81 条の 13 に基づき、土地の形質の変更に着手する日

の 14 日前までに、当該土地の形質の変更の種類、場所、

施行方法及び着手予定日その他規則で定める事項を堺市

長に届け出る。 

・ 土壌汚染対策法施行規則第 25 条、大阪府生活環境の保

全等に関する条例施行規則第 48 条の 27 で定義する土地

の形質変更が 3,000 ㎡以上となる場合、以下の手続き等

を行う。 

・ 土壌汚染対策法第４条第１項に基づき、土地の形質

の変更に着手する日の 30 日前までに、土地の形質

の変更の場所及び着手予定日その他環境省令で定

める事項を堺市長に届け出る。 

・ 大阪府生活環境の保全等に関する条例第 81 条の５

第１項に基づき、土地の形質の変更に着手する日の

30 日前までに、土地における過去の管理有害物質

の使用の状況その他の規則で定める事項について

調査し、その結果を堺市長に報告する。 

・上記法例に基づく適切な対

応（汚染土壌が確認された

場合） 

・土壌の飛散等の防止 

・土壌の掘削に際しては、適宜散水を行う等、土砂の飛散

防止に努める。 

・工事用車両の出場にあたっては、タイヤ等洗浄を実施し、

付着した土壌の事業計画地からの持ち出しを防止する。 

・ 地表面は舗装等を行い、供用中の土砂への接触・飛散防

止を図る。 

光害 

・適切な照明配置 
・駐車場内の照明は、直接光が敷地外へ届かない配置等を

検討する。 

・漏れ光の抑制 
・必要に応じて、遮光ルーバー付照明を設置することで、

周辺への照射が最小限となるように配慮する。 

陸域 

生態系 

・走光性昆虫類の誘引抑制に

配慮した照明施設の設置 

・走光性昆虫類の誘引抑制に配慮した照明施設とするた

め、施設利用の安全性を確保しつつ、周辺への照射が最

小限となる照明の配置や照度、点灯時間及び遮光ルーバ

ー付き照明灯の設置等を検討する。 

・生物の生息・繁殖環境に配

慮した工事計画 

・移動性が低い昆虫類の重要種であるツシマヒメサビキコ

リ、ジュウサンホシテントウについては、工事着手前に

あらためて現地調査を実施し、捕獲された個体を場外で

生息が確認された場所へ移動させる等の対策を行う。ま

た、存置可能な草地は出来る限り保全する。 

・ コチドリやケリの営巣時期に配慮し、工事工程の調整を

行うとともに、工事着手直前に営巣有無の確認を行い、

発見された場合は営巣区域への立ち入りを禁止する。 
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表 2.5.4 環境保全措置(4/6) 

区分 環境保全措置の方針 環境保全措置の内容 

人と自然

との触れ

合い活動

の場 

・建設機械の稼働による影響

の低減 

・使用する建設機械は、可能な限り最新の環境対策型の車

種を採用し、適切に点検・整備を実施する。 

・必要に応じて工事区域の周囲に仮囲いを設置し、事業計

画地に隣接する人と自然との触れ合い活動の場への排ガ

ス、騒音等の影響低減に努める。 

・工事用車両の走行による影

響の低減 

・工事用車両の走行ルートや時間帯は、道路規格、周辺道

路の状況、人と自然との触れ合い活動の場へのアクセス

状況等を踏まえ、影響が小さくなるよう、計画的な運行

管理を行い、必要に応じて警備員の配置を行う。 

・レクリエーション利用が多

い時期・時間帯への配慮 

・工事の効率化・平準化に努め、工事用車両台数をできる

限り削減し、レクリエーション利用が多い時期・時間帯

に配慮した施工計画とする。 

・ 工事期間中に生物共生型護岸で観察会等が行われる場合

には、建設機械の稼働や工事用車両の場内走行について

事前に主催者と調整を行い、利用の安全性を確保する。 

・人と自然との触れ合い活動

の場へのアクセスに対する

影響の低減 

・ ホームページ等で、道路の渋滞状況や施設の利用状況を

リアルタイムで確認でき、事前予約できるシステムの導

入を検討する。 

・ 事業計画地を利用する車両の出入に関しては、交通誘導

員等による適切な誘導を行い、周辺道路の渋滞をできる

限り生じさせないように配慮する。 

・ 予約時に万博Ｐ＆Ｒ駐車場の入庫時刻と退場する際のＰ

＆Ｒシャトルバスの乗車時刻を登録することにより、時

間帯ごとの予約枠を道路交通容量以下に抑えたものにす

る等、交通量の抑制・分散を図る。 

・ 生物共生型護岸の周辺は、施設利用車両の走行・駐車を

行わない計画であるが、施設の供用中に観察会等のイベ

ントが開催できるように門扉等を設置し、アクセスを確

保する。 

地球環境 

（地球温

暖化） 

・低公害バスの導入 

・万博会場と事業計画地を往復するＰ＆Ｒシャトルバス

は、国の燃費基準を達成した新車の導入など低公害型の

車種を採用し、適切に点検・整備を実施する。また、加

速・減速の少ない運転やアイドリングストップなど運転

手へのエコドライブの励行、回送の少ない効率的な運行

を行う。 

・駐車場内における施設利用

車両の環境負荷の低減 

・駐車場内の施設利用車両に対して、アイドリングストッ

プの推進、空ぶかし防止等を呼びかける。 

・施設利用車両に対して案内看板等により敷地内を適切に

誘導する。 

・ 施設利用車両に対して駐車マスの一部に自家用車向け充

電器を設置する。 

・駐車場施設の環境負荷の低

減 

・ 駐車場照明灯は、利用者の安全性、快適性を確保できる

効率的な配置・点灯時間とし、消費電力を抑えられるＬ

ＥＤ灯を採用する。 

・ 管理運営施設は、省エネ型の空調機器、電灯等を採用し、

適切な機器運転に努める。 
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表 2.5.5 環境保全措置(5/6) 

区分 環境保全措置の方針 環境保全措置の内容 

地球環境 

（地球温

暖化） 

・施設利用車両の交通量の抑

制・分散 

・公共交通機関の利用の呼びかけや、施設利用車両に関し

ては最寄りの阪神高速出口の利用を推奨し、推奨出口を

利用した来場者の駐車料金を相対的に引き下げる等のイ

ンセンティブを検討する。 

・ 予約時に万博Ｐ＆Ｒ駐車場の入庫時刻と退場する際のＰ

＆Ｒシャトルバスの乗車時刻を登録することにより、時

間帯ごとの予約枠を道路交通容量以下に抑えたものにす

る等、交通量の抑制・分散を図る。 

・建設機械の稼働や工事用車

両の走行における環境負荷

の低減 

・使用する建設機械は、可能な限り最新の排ガス対策型の

車種を採用し、適切に点検・整備を実施する。 

・工事の効率化・平準化により、工事用車両台数の削減、

建設機械の同時稼働や高負荷運転の回避に努める。 

・工事用車両の走行や建設機械の稼働にあたっては、過積

載の防止、積み荷の安定化、空ぶかしの禁止、アイドリ

ングストップの遵守等、適切な運行・施工を指導する。 

・工事用車両の走行ルートや時間帯は、道路規格、周辺道

路の状況、住居の立地状況等に配慮し、効率的で環境負

荷が小さくなるよう、計画的な運行管理を行う。 

廃棄物等 
・建設発生材の減量化や再資

源化等の適切な処理の実施 

・「建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律」等の

関係法令に基づき、発生抑制・減量化・リサイクルにつ

いて適切な措置を講じる。 

・掘削土は、可能な限り場内の埋戻し土として利用し、建

設発生土の発生抑制を図る。 

・ 施設は、可能な限りリース品等を活用し、廃棄物の発生

抑制を図る。 

・掘削時に埋設廃棄物が存在した場合は、「廃棄物の処理

及び清掃に関する法律」等に基づき、適正に処分する。 

・ 最新の「建設リサイクル推進計画」（国土交通省）が掲

げる再資源化率等の目標を達成するように努める。 
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表 2.5.6 環境保全措置(6/6) 

区分 環境保全措置の方針 環境保全措置の内容 

安全 

（交通） 

・施設（駐車場）の出入口で

の警備員の配置 

・工事用車両や施設利用車両の出入口付近には、誘導員を

適宜配置し、交通事故の防止に努める。 

・夜間や休日には工事関係者以外の者が工事現場に立ち入

らないように出入口に施錠する等の対策を講じる。 

・施設利用車両の交通量の抑

制・分散 

・公共交通機関の利用の呼びかけや、施設利用車両に関し

ては最寄りの阪神高速出口の利用を推奨し、推奨出口を

利用した来場者の駐車料金を相対的に引き下げる等のイ

ンセンティブを検討する。事業計画地周辺には、施設利

用車両を適切に誘導する案内看板や誘導員を適切に配置

する。 

・ 予約時に万博Ｐ＆Ｒ駐車場の入庫時刻と退場する際のＰ

＆Ｒシャトルバスの乗車時刻を登録することにより、時

間帯ごとの予約枠を道路交通容量以下に抑えたものにす

る等、交通量の抑制・分散を図る。 

・施設利用車両の適切な誘導 

・事業計画地周辺には、施設利用車両を適切に誘導する案

内看板や誘導員を適切に配置する。 

・ 駐車場内においては施設利用車両を奥から埋めていくな

ど、車両と歩行者が交錯しない運用を検討する。 

・施設利用車両の速度超過抑

制 

・駐車場周辺や駐車場内を走行する施設利用車両に対し

て、制限速度の遵守を呼びかける。 

・工事用車両の計画的な運行

管理 

・工事の効率化・平準化に努め、工事用車両台数をできる

限り削減する。 

・工事用車両の走行に関しては、走行ルートや制限速度の

遵守等、適切な運行を指導する。 
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3. 事後調査計画の内容 
3.1 事後調査の方針 

本事業の実施が事業実施区域周辺の環境に及ぼす影響について、調査、予測及び評価を行った

結果、環境の現況を著しく悪化させることはないものと考える。 

ただし、本事業の実施による環境への影響の予測及び環境保全措置の不確実性の補完、環境保

全措置の実施状況や効果の確認を行うため、事後調査を行う計画とする。 

事後調査の結果、事業の実施により顕著な環境影響があると認められた場合には、堺市の関係

機関と協議の上、適切に対応するものとする。 

事後調査の結果については、堺市環境影響評価条例第 41 条の規定に基づき事後調査報告書と

してとりまとめ堺市長に提出する。 

 

3.2 事後調査の内容及び手法 

事後調査の内容及び手法は、表 3.2.1に示すとおり、工事中においては、建設作業騒音・振

動及び道路交通騒音・振動・交通量等について、それぞれ敷地境界、工事用車両の主要な走行

ルート沿道において調査を行う。また、工事により発生する廃棄物・建設発生土の量について

集計を行う。 

 

表 3.2.1 事後調査内容及び手法（工事中） 

調査項目 調査方法 調査時期及び頻度 
（調査時間帯） 

調査地域・地点 

騒
音 

道路交通騒音 
交通量・車速 

【現地調査】 
「騒音に係る環境基準につ
いて」に定める調査方法及
び目視観測等による方法 

解体工事期間中における影響
最大月にそれぞれ１日 
（工事関連車両通行時間帯） 

３地点 
(走行ルート 

沿道)※ 

建設作業騒音 

【現地調査】 
「特定建設作業に伴って発
生する騒音の規則に関する
基準」に定める方法 

解体工事期間中における影響
最大月にそれぞれ１日 
（工事時間帯） 

２地点 
(事業地 

敷地境界)※ 

振
動 

道路交通振動 
【現地調査】 
「振動規制法施行規則」に
定める方法 

解体工事期間中における影響
最大月にそれぞれ１日 
（工事関連車両通行時間帯） 

３地点 
(走行ルート 

沿道)※ 

建設作業振動 
解体工事期間中における影響
最大月にそれぞれ１日 
（工事時間帯） 

２地点 
(事業地 

敷地境界)※ 

廃
棄
物
等 

廃棄物 
【資料調査】 
廃棄物の処理実績を集計 

解体工事期間中に月単位で種
類別に集計 

事業地 

建設発生土 
【資料調査】 
建設発生土の量を集計 

解体工事期間中に集計 事業地 

※ 次頁の図 3.2.1 参照 
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※ 工事用車両の主要走行ルートは、関係機関との協議の結果、北回りルートを走行することとした。 

 

図 3.2.1 調査位置図（騒音・振動） 

事業地 

道路交通騒音、道路交通振動、交通量、車速（R1～R3） 

建設作業騒音、建設作業振動（K2～K3） 

R1 
R2 

R3 

S=1：30,000 

工事用車両の主要走行ルート（一般道路） 

(この地図は国土地理院の「電子地形(タイル)」を使用したものである。) 

K2 K3 
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4. 事後調査の結果及び結果の検証 
解体工事中（令和７年 10月～令和８年３月）に実施した事後調査の結果及びその検証結果に

ついて、以下のとおり報告する。 

なお、2025年日本国際博覧会 堺万博Ｐ＆Ｒ駐車場 環境影響評価書（以下、「評価書」と記

す。）に記載した環境保全措置の履行状況は別紙１、その他市長意見等（準備審査書）に対す

る事業者の見解についての履行状況は別紙２に示すとおりである。 

 

4.1  騒音 

4.1.1 調査内容 

(1) 調査時期 

騒音の調査時期は、解体工事の最盛期（工事用車両の走行台数が最も多くなる時期、調査地点

近傍における解体作業の最盛期）として、表 4.1.1に示すとおりとした。 

 

表 4.1.1 調査時期 

調査項目 調査時期 

道路交通騒音 

交通量・車速 
地点Ｒ１～Ｒ３：令和７年 11月 14日（金） ６時～22時 

建設作業騒音 
地点Ｋ２：令和７年 11月 14日（金） ９時～12時、13時～17時 

地点Ｋ３：令和７年 11月 14日（金） ９時～12時、13時～17時 

（注 1）調査地点は図 3.2.1参照 

 

(2) 調査方法 

道路交通騒音の調査方法は「騒音に係る環境基準について」（平成 10年９月 30日環境庁告示

第 64 号、改正：平成 24 年３月 30 日環境省告示第 54 号、平成 22 年９月 30 日堺市告示第 240

号）、建設作業騒音の調査方法は「特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準」（昭

和 43年 11月 27日厚生省・建設省告示１号、改正：平成 27年４月 20日環境省告示第 66号）に

定める方法に準拠した。また、地上 1.2mの高さで各調査を実施した。 

交通量・車速調査については、表 4.1.2に示す車種別に分類し、目視観測等により計測した。 

 

表 4.1.2 交通量調査の車種分類 

観測区分 種別 内容 

二輪車類 二輪車 自動二輪及び原動機付き自転車 

小型車 

乗用車 

ナンバー５（黄と黒のプレート） 

ナンバー３、８（小型プレート） 

ナンバー３、５、７ 

小型貨物車 

ナンバー４（黄と黒のプレート） 

ナンバー６（小型プレート） 

ナンバー４、６ 

大型車 

バス ナンバー２ 

普通貨物車 
ナンバー１ 

ナンバー８、９、０ 
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4.1.2 道路交通騒音 

(1) 事後調査結果 

道路交通騒音の事後調査結果は表 4.1.3及び表 4.1.4に示すとおりである。 

地点Ｒ１を含む事業地周辺は、工業専用地域であり、環境基準の類型を当てはめる地域の指定

は行われていないが、周辺に保全対象（社員寮）が立地していることから、土地利用の動向及び

道路の車線数等を勘案し、環境基準値との比較を行ったところ、地点Ｒ１では基準値を下回って

いた。 

地点Ｒ２及びＲ３では、環境基準値を上回っていた。 

交通量及び車速の事後調査結果については、表 4.1.5から表 4.1.7に示すとおりであった。 

 

表 4.1.3 道路交通騒音に係る事後調査結果（解体工事期間中の影響最大月） 

調査地点 調査日時 
騒音レベル 

LAeq（dB） 

環境基準値 

（dB） 

地点Ｒ１ 
令和７年 11月 14日（金） 

６時～22時 
59 65 

地点Ｒ２ 
令和７年 11月 14日（金） 

６時～22時 
71 

70 

地点Ｒ３ 
令和７年 11月 14日（金） 

６時～22時 
71 

（注 1）騒音レベルは、工事時間帯を含む昼間の等価騒音レベル（LAeq）とした。下線の値は環境基準値を超過し

ていることを示す。 

（注 2）地点Ｒ１を含む事業地周辺は、工業専用地域であり、環境基準の類型を当てはめる地域の指定は行われて

いないが、周辺に保全対象（社員寮）が立地していることから、土地利用の動向及び道路の車線数等より勘案

し、環境基準値との比較を行った。 

 

 

表 4.1.4 道路交通騒音に係る事後調査結果（解体工事期間中の影響最大月） 

時間帯 観測時間 
地点Ｒ１ 地点Ｒ２ 地点Ｒ３ 

LAeq（dB） LAeq（dB） LAeq（dB） 

― 

６時～７時 60 73 73 

７時～８時 63 72 72 

８時～９時 61 71 71 

工事時間帯 

９時～10時 59 72 72 

10時～11時 59 72 71 

11時～12時 59 73 71 

12時～13時 57 72 71 

13時～14時 59 72 71 

14時～15時 59 72 71 

15時～16時 60 72 71 

16時～17時 59 72 71 

― 

17時～18時 59 71 71 

18時～19時 57 69 70 

19時～20時 55 70 70 

20時～21時 55 69 70 

21時～22時 54 69 69 
（注 1）騒音レベルは、工事時間帯を含む等価騒音レベル（LAeq）とした。 
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表 4.1.5 交通量に係る事後調査結果（解体工事期間中の影響最大月） 

調査 

地点 
調査日 

時間 

区分 

交通量（台） 

 内工事用車両 

小型車 大型車 合計 小型車 大型車 合計 

地点Ｒ１ 
令和７年 

11月 14日（金） 

工事 

時間帯 
1,321 435 1,756 2 6 8 

地点Ｒ２ 
令和７年 

11月 14日（金） 

工事 

時間帯 
28,485 11,504 39,989 14 12 26 

地点Ｒ３ 
令和７年 

11月 14日（金） 

工事 

時間帯 
30,611 13,137 43,748 14 12 26 

 

 

表 4.1.6 車速に係る事後調査結果（解体工事期間中の影響最大月） 

調査 

地点 
調査日 

時間 

区分 

平均車速（km/h） 

東行き（Ｒ１） 

北行き（Ｒ２、Ｒ３） 

西行き（Ｒ１） 

南行き（Ｒ２、Ｒ３） 

小型車 大型車 小型車 大型車 

地点Ｒ１ 
令和７年 

11月 14日（金） 

工事 

時間帯 
52 47 51 46 

地点Ｒ２ 
令和７年 

11月 14日（金） 

工事 

時間帯 
39 34 39 36 

地点Ｒ３ 
令和７年 

11月 14日（金） 

工事 

時間帯 
55 50 60 57 

 

 

表 4.1.7(1) 交通量・車速に係る事後調査結果（解体工事期間中の影響最大月） 

（地点Ｒ１） 

時間帯 
時間交通量（台/h） 車速 

（km/h） 小型車 大型車 二輪車 合計 

６時～７時 45 17 11 73 52 

７時～８時 94 46 70 210 51 

８時～９時 69 51 62 182 48 

９時～10時 86 32 4 122 51 

10時～11時 94 42 1 137 50 

11時～12時 99 32 1 132 52 

12時～13時 100 19 4 123 46 

13時～14時 109 29 7 145 48 

14時～15時 135 27 7 169 47 

15時～16時 134 42 14 190 46 

16時～17時 129 24 11 164 51 

17時～18時 79 25 52 156 51 

18時～19時 44 20 39 103 49 

19時～20時 33 13 17 63 48 

20時～21時 32 9 11 52 49 

21時～22時 39 7 6 52 50 

合計 1,321 435 317 2,073 平均 49 
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表 4.1.7(2) 交通量・車速に係る事後調査結果（解体工事期間中の影響最大月） 

（地点Ｒ２） 

時間帯 
時間交通量（台/h） 車速 

（km/h） 小型車 大型車 二輪車 合計 

６時～７時 2,204 851 193 3,248 39 

７時～８時 1,408 771 300 2,479 39 

８時～９時 1,793 833 139 2,765 36 

９時～10時 1,475 1,079 61 2,615 37 

10時～11時 1,234 1,074 66 2,374 36 

11時～12時 1,339 1,106 59 2,504 37 

12時～13時 1,581 1,118 64 2,763 36 

13時～14時 1,442 913 53 2,408 39 

14時～15時 1,479 1,085 50 2,614 35 

15時～16時 1,786 897 69 2,752 36 

16時～17時 2,156 672 150 2,978 40 

17時～18時 2,771 405 254 3,430 32 

18時～19時 2,790 272 241 3,303 33 

19時～20時 2,074 158 169 2,401 41 

20時～21時 1,596 124 114 1,834 39 

21時～22時 1,357 146 72 1,575 39 

合計 28,485 11,504 2,054 42,043 平均 37 
 

 

表 4.1.7(3) 交通量・車速に係る事後調査結果（解体工事期間中の影響最大月） 

（地点Ｒ３） 

時間帯 
時間交通量（台/h） 車速 

（km/h） 小型車 大型車 二輪車 合計 

６時～７時 1,910 822 186 2,918 54 

７時～８時 2,032 792 307 3,131 54 

８時～９時 1,989 1,005 157 3,151 56 

９時～10時 1,602 1,331 74 3,007 58 

10時～11時 1,283 1,361 74 2,718 50 

11時～12時 1,480 1,287 62 2,829 51 

12時～13時 1,631 1,140 63 2,834 51 

13時～14時 1,440 1,042 59 2,541 57 

14時～15時 1,516 1,231 51 2,798 57 

15時～16時 1,884 1,031 83 2,998 57 

16時～17時 2,247 772 138 3,157 57 

17時～18時 2,974 486 267 3,727 56 

18時～19時 3,127 329 274 3,730 58 

19時～20時 2,313 212 180 2,705 58 

20時～21時 1,740 138 121 1,999 57 

21時～22時 1,443 158 116 1,717 58 

合計 30,611 13,137 2,212 45,960 平均 56 
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(2) 事後調査結果の検証 

道路交通騒音の事後調査結果と評価書の予測値等を表 4.1.8のとおり比較した。 

保全対象近傍の地点Ｒ１における事後調査結果は環境基準値を下回っていた。 

また、地点Ｒ２及びＲ３では環境基準値を上回っていたが、予測値及び現況値を下回る結果と

なった。これは、地点Ｒ２及びＲ３では交通量が多く、日常的に騒音レベルが環境基準値を超過

していることや、全交通量に対する工事用車両の占める割合は共に 0.1％以下と非常に低いこと

から、これらの地点に対する工事用車両の走行による影響は僅かであったと考えられる。事後調

査結果が環境基準値を超えているのは事実ではあるため、工事の効率化・平準化による工事用車

両の台数削減や高速道路の利用促進等、可能な限り当該地点への影響低減に努めた。 

 

 

表 4.1.8 道路交通騒音の事後調査結果及び予測値の比較 

調査地点 
事後調査結果 
LAeq（dB） 

評価書 
環境基準値 
（dB） 予測値 

LAeq（dB） 
現況値 

LAeq（dB） 

地点Ｒ１ 59 59 58 65 

地点Ｒ２ 71 72 72 

70 

地点Ｒ３ 71 73 73 

（注 1）騒音レベル（事後調査結果、評価書の現況値）は、工事時間帯を含む昼間の等価騒音レベル（LAeq）とし

た。下線の値は環境基準値を超過していることを示す。 

（注 2）地点Ｒ１を含む事業地周辺は、工業専用地域であり、環境基準の類型を当てはめる地域の指定は行われて

いないが、周辺に保全対象（社員寮）が立地していることから、土地利用の動向及び道路の車線数等より勘

案し、環境基準値との比較を行った。 

（注 3）評価書の現況値は令和４年 10月 11 日（火）12:00～12 日（水）12:00 に実施した騒音調査の結果である。 
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4.1.3 建設作業騒音 

(1) 事後調査結果 

建設作業騒音の事後調査結果は表 4.1.9及び表 4.1.10に示すとおりである。 

地点Ｋ２、地点Ｋ３を含む事業地周辺は、工業専用地域であり、「特定建設作業に伴って発生

する騒音の規制に関する基準の区域」の指定は行われていないが、周辺に保全対象（社員寮）が

立地していることから、土地利用の動向等より勘案し、特定建設作業に係る騒音の規制基準値と

の比較を行ったところ、基準値を下回っていた。 

 

 

表 4.1.9 建設作業騒音に係る事後調査結果（解体工事期間中の影響最大月） 

調査地点 
時間 

区分 
調査日時 

調査時の 

主な工種 

騒音レベル 

LA5（dB） 

規制基準値 

（dB） 

地点Ｋ２ 
工事 

時間帯 

令和７年 11月 14日（金）

９時～12時、13時～17時 
施設撤去工 69 

85 

地点Ｋ３ 
工事 

時間帯 

令和７年 11月 14日（金） 

９時～12時、13時～17時 
斫り工事 84 

（注 1）騒音レベルは、工事時間帯における騒音レベルの 90%レンジの上端値（LA5）とした。 

（注 2）地点Ｋ２、地点Ｋ３を含む事業地周辺は、工業専用地域であり、「特定建設作業に伴って発生する騒音の

規制に関する基準の区域」の指定は行われていないが、周辺に保全対象（社員寮）が立地していることから、

土地利用の動向等より勘案し、特定建設作業に係る騒音の規制基準値との比較を行った。 

 

 

表 4.1.10 建設作業騒音に係る事後調査結果（解体工事期間中の影響最大月） 

時間帯 観測時間 
地点Ｋ２ 地点Ｋ３ 

LA5（dB） LA5（dB） 

工事 

時間帯 

９:00～10:00 64 83 

10:00～11:00 67 84 

11:00～12:00 67 80 

13:00～14:00 66 81 

14:00～15:00 67 67 

15:00～16:00 68 69 

16:00～17:00 69 72 

（注 1）騒音レベルは、工事時間帯における騒音レベルの 90%レンジの上端値（LA5）とした。 
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(2) 事後調査結果の検証 

建設作業騒音の事後調査結果と評価書の予測値等を表 4.1.11のとおり比較した。 

地点Ｋ２における事後調査結果は、規制基準値のみならず、予測値も下回っていた。地点Ｋ３

では、近傍で騒音レベルが高いコンクリートブロックの破砕作業を行っていたこともあり、事後

調査結果は予測値を上回っていたが、規制基準値を下回っていた。これらの結果に加え、良好な

生活環境を保全するため、前述した環境保全措置を講じる等、解体工事の実施による影響が、工

事請負業者により実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減されたものと考える。 

 

 

表 4.1.11 建設作業騒音の事後調査結果及び予測値の比較 

調査地点 
事後調査結果 

LA5（dB） 

評価書 
規制基準値 

（dB） 
予測値 

LA5（dB） 

地点Ｋ２ 69 82 

85 

地点Ｋ３ 84 81 

（注 1）騒音レベル（事後調査結果）は、工事時間帯における騒音レベルの 90%レンジの上端値（LA5）とした。 

（注 2）地点Ｋ２、地点Ｋ３を含む事業地周辺は、工業専用地域であり、「特定建設作業に伴って発生する騒音

の規制に関する基準の区域」の指定は行われていないが、周辺に保全対象（社員寮）が立地していること

から、土地利用の動向等より勘案し、特定建設作業に係る騒音の規制基準値との比較を行った。 
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4.2 振動 

4.2.1 調査内容 

(1) 調査時期 

振動の調査時期は、騒音の調査と同じく、解体工事の最盛期として、表 4.2.1に示すとおりと

した。 

 

表 4.2.1 調査時期 

調査項目 調査時期 

道路交通振動 地点Ｒ１～Ｒ３：令和７年 11月 14日（金） ６時～21時 

建設作業振動 
地点Ｋ２：令和７年 11月 14日（金） ９時～12時、13時～17時 

地点Ｋ３：令和７年 11月 14日（金） ９時～12時、13時～17時 

（注 1）調査地点は図 3.2.1参照 

 

(2) 調査方法 

道路交通振動及び建設作業振動の調査方法は「振動規制法施行規則」（昭和 51 年 11 月 10 日

総理府令第 58号、改正：令和３年４月１日環境省令第３号）に定める方法に準拠した。 

 

 

4.2.2 道路交通振動 

(1) 事後調査結果 

道路交通振動の事後調査結果は表 4.2.2及び表 4.2.3に示すとおりである。 

地点Ｒ１を含む事業地周辺は、工業専用地域であり、「道路交通振動の要請限度」に関する区

域の区分の指定は行われていないが、周辺に保全対象（社員寮）が立地していることから、土地

利用の動向を勘案し、第２種区域（近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域）相当と

したところ、要請限度を下回っていた。 

地点Ｒ２及び地点Ｒ３については、第１種区域（第２種区域以外の地域）の要請限度を下回っ

ていた。 

 

表 4.2.2 道路交通振動に係る事後調査結果（解体工事期間中の影響最大月） 

調査地点 調査日時 
振動レベル 

L10（dB） 

要請限度 

（dB） 

地点Ｒ１ 
令和７年 11月 14日（金） 

６時～21時 
26 70 

地点Ｒ２ 
令和７年 11月 14日（金） 

６時～21時 
60 

65 

地点Ｒ３ 
令和７年 11月 14日（金） 

６時～21時 
53 

（注 1）振動レベルは、工事時間帯を含む昼間の振動レベルの 80%レンジの上端値（L10）とした。 

（注 2）地点Ｒ１を含む事業地周辺は、工業専用地域であり、「道路交通振動の要請限度」に関する区域の区分の

指定は行われていないが、周辺に保全対象（社員寮）が立地していることから、土地利用の動向を勘案し、

第２種区域（近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域）の要請限度との比較を行った。 

（注 3）地点Ｒ２、Ｒ３は第一種住居地域であるため第 1種区域の要請限度を適用した。 
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表 4.2.3 道路交通振動に係る事後調査結果（解体工事期間中の影響最大月） 

時間帯 観測時間 
地点Ｒ１ 地点Ｒ２ 地点Ｒ３ 

L10（dB） L10（dB） L10（dB） 

― 

６時～７時 <25 62 54 

７時～８時 28 59 54 

８時～９時 28 60 54 

工事時間帯 

９時～10時 27 62 55 

10時～11時 29 63 55 

11時～12時 28 63 55 

12時～13時 25 62 55 

13時～14時 27 62 54 

14時～15時 27 62 55 

15時～16時 27 62 54 

16時～17時 27 61 54 

― 

17時～18時 25 58 52 

18時～19時 25 55 50 

19時～20時 <25 54 48 

20時～21時 <25 52 46 
（注 1）振動レベルは、工事時間帯を含む振動レベルの 80%レンジの上端値（L10）とした。 
（注 2）振動レベルで「<25」は、振動レベル計の測定下限値(25dB)未満であることを示す。 

 

(2) 事後調査結果の検証 

道路交通振動の事後調査結果と評価書の予測値等を表 4.2.4のとおり比較した。 

各地点における事後調査結果は、要請限度を下回っていた。これらの結果に加え、良好な生活

環境を保全するため、前述した環境保全措置を講じる等、解体工事の実施による影響が、工事請

負業者により実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減されたものと考える。 

なお、地点Ｒ２及びＲ３における事後調査結果は、評価書の予測値・現況値を若干上回ってい

たが、当該地点の交通量に大きな変化はなく、また、全交通量に対する工事用車両が占める割合

は共に 0.1％以下と非常に低いことから、これらの地点に対する工事用車両の走行による影響は

僅かであったと考えられる。 

 

表 4.2.4 道路交通振動の事後調査結果及び予測値の比較 

調査地点 
事後調査結果 
L10（dB） 

評価書 
要請限度 
（dB） 予測値 

L10（dB） 
現況値 

L10（dB） 

地点Ｒ１ 26 29 25 70 

地点Ｒ２ 60 56 56 

65 

地点Ｒ３ 53 52 52 

（注 1）振動レベル（事後調査結果、評価書の現況値）は、工事時間帯を含む振動レベルの 80%レンジの上端値
（L10）とした。 

（注 2）地点Ｒ１を含む事業地周辺は、工業専用地域であり、「道路交通振動の要請限度」に関する区域の区分の
指定は行われていないが、周辺に保全対象（社員寮）が立地していることから、土地利用の動向を勘案し、
第２種区域（近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域）の要請限度との比較を行った。 

（注 3）地点Ｒ２、地点Ｒ３は第一種住居地域であるため第 1 種区域の要請限度を適用した。 
（注 4）評価書の現況値は令和４年 10月 11 日（火）12:00～12 日（水）12:00 に実施した振動調査の結果である。 
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4.2.3 建設作業振動 

(1) 事後調査結果 

建設作業振動の調査結果は及びに示すとおりである。 

地点Ｋ２、地点Ｋ３を含む事業地周辺は、工業専用地域であり、「特定建設作業に伴って発生

する振動の規制に関する基準」に関する区域の区分の指定は行われていないが、周辺に保全対象

（社員寮）が立地していることから、土地利用の動向等を勘案し、２号区域（工業地域等）相当

としたところ、特定建設作業に係る振動の規制基準値を下回っていた。 

 

 

表 4.2.5 建設作業振動に係る事後調査結果（解体工事期間中の影響最大月） 

調査地点 
時間 

区分 
調査日時 

調査時の 

主な工種 

振動レベル 

L10（dB） 

規制基準値 

（dB） 

地点Ｋ２ 
工事 

時間帯 

令和７年 11月 14日（金）

９時～12時、13時～17時 
施設撤去工 25 

75 

地点Ｋ３ 
工事 

時間帯 

令和７年 11月 14日（金） 

９時～12時、13時～17時 
斫り工事 47 

（注 1）振動レベルは、工事時間帯における振動レベルの 80%レンジの上端値（L10）とした。 

（注 2）地点Ｋ２、地点Ｋ３を含む事業地周辺は、工業専用地域であり、「特定建設作業に伴って発生する振動の

規制に関する基準の区域」の指定は行われていないが、周辺に保全対象（社員寮）が立地していることから、

土地利用の動向等より勘案し、２号区域（工業地域等）の規制基準値との比較を行った。 

 

 

表 4.2.6 建設作業振動に係る事後調査結果（解体工事期間中の影響最大月） 

時間帯 観測時間 
地点Ｋ２ 地点Ｋ３ 

L10（dB） L10（dB） 

工事 

時間帯 

９:00～10:00 25 46 

10:00～11:00 25 47 

11:00～12:00 <25 46 

13:00～14:00 <25 46 

14:00～15:00 25 33 

15:00～16:00 <25 31 

16:00～17:00 <25 30 

（注 1）振動レベルは、工事時間帯における振動レベルの 80%レンジの上端値（L10）とした。 

（注 2）振動レベルで「<25」は、振動レベル計の測定下限値(25dB)未満であることを示す。 
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(2) 事後調査結果の検証 

建設作業振動の事後調査結果と評価書の予測値を表 4.2.7のとおり比較した。 

地点Ｋ２及び地点Ｋ３における事後調査結果は、評価書の予測値と同様、規制基準値を下回っ

ていた。これらの結果に加え、良好な生活環境を保全するため、前述した環境保全措置を講じる

等、解体工事の実施による影響が、工事請負業者により実行可能な範囲内でできる限り回避又は

低減されたものと考える。 

 

 

表 4.2.7 建設作業振動の事後調査結果及び予測値の比較 

調査地点 
事後調査結果 

L10（dB） 

評価書 
規制基準値 

（dB） 
予測値 

L10（dB） 

地点Ｋ２ 25 63 

75 

地点Ｋ３ 47 63 

（注 1）振動レベル（事後調査結果）は、工事時間帯における振動レベルの 80%レンジの上端値（L10）とした。 

（注 2）地点Ｋ２、地点Ｋ３を含む事業地周辺は、工業専用地域であり、「特定建設作業に伴って発生する振動

の規制に関する基準の区域」の指定は行われていないが、周辺に保全対象（社員寮）が立地していること

から、土地利用の動向等より勘案し、２号区域（工業地域等）の規制基準値との比較を行った。 
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4.3 廃棄物等 

(1) 事後調査結果 

解体工事の廃棄物発生量は表 4.3.1に示すとおりである。 

 

表 4.3.1(1) 管理運営施設解体工事の廃棄物等に係る事後調査結果（解体工事期間） 

項目 

廃棄物発生量（解体工事期間） 
再生利用化・

再資源化量 

再資源 

化率（％） 

中間処理・ 

最終処分量 
令和７年度 

10 月 11 月 12 月 １月 

建 
設 
廃 
棄 
物 
(t) 

コンクリートがら 0 0 41.3 0 41.3 100 0 

アスファルトがら 0 0 176.3 164.5 340.8 100 0 

その他がれき類 0 0 0 0 － － － 

ガラス陶器類 0 0 0 0 － － － 

廃プラスチック類 0 5.4 4.8 0.3 10.5 100 0 

金属くず 0 4.1 0.4 1.1 5.6 100 0 

木くず 0 7.9 1.2 0 9.1 100 0 

紙くず 0 0 0 0 － － － 

繊維くず 0 0 0 0 － － － 

建設汚泥 0 0 0 0 － － － 

その他 0 0 0 0 － － － 

混合廃棄物 0 0 0 0 － － － 

合計 0 17.4 224.1 165.9 407.3 100 0 

建設発生土(m3) 0 0 0 0 － － － 

（注 1）建設廃棄物の発生量は小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計と内訳の計は必ずしも一致しな
い。 

 
表 4.3.1(2) 駐車場解体工事の廃棄物等に係る事後調査結果（解体工事期間） 

項目 

廃棄物発生量（解体工事期間） 
再生利用化・

再資源化量 

再資源 

化率（％） 

中間処理・ 

最終処分量 
令和７年度 

10 月 11 月 12 月 １月 

建 
設 
廃 
棄 
物 
(t) 

コンクリートがら 107.5 443.6 40.9 57.1 649.0 100 0 

アスファルトがら 654.0 826.8 0 1000.5 2481.3 100 0 

その他がれき類 0 0 0 0 － － － 

ガラス陶器類 0 0 0 0 － － － 

廃プラスチック類 0 1.0 0 0 1.0 100 0 

金属くず 0 0 0 0 － － － 

木くず 0 1.2 0 0 1.2 100 0 

紙くず 0 0 0 0 － － － 

繊維くず 0 0 0 0 － － － 

建設汚泥 0 0 0 0 － － － 

その他 0 0 0 0 － － － 

混合廃棄物 0 5.5 2.6 3.4 6.7 58.5 4.8 

合計 761.5 1278.0 43.5 1061.0 3139.2 99.8 4.8 

建設発生土(m3) 0 0 0 100 － － － 

（注 1）建設廃棄物の発生量は小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計と内訳の計は必ずしも一致しな
い。 
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(2) 事後調査結果の検証 

解体工事による廃棄物等の事後調査結果と評価書の予測値を表 4.3.2のとおり比較した。 

管理運営施設及び駐車場の解体工事においては、可能な限りリース品の活用等を図り、廃棄物

の発生量を抑制するとともに、廃棄物の再生利用化・再資源化に努めた結果、廃棄物発生量は評

価書の予測値を大きく下回り、管理運営施設の解体工事における再資源化率は 100％、駐車場の

解体工事における再資源化率は 99.8％であった。また、駐車場解体工事で発生した掘削土につい

ては敷地内の埋戻し土として利用したため、建設発生土量についても評価書の予測値を大きく下

回り 100m³であった。 

これらの結果に加え、工事の伴い発生する廃棄物等が周辺環境に及ぼす影響を最小限にとどめ

るため、前述した環境保全措置を実施することにより、工事の実施に伴う廃棄物の環境影響が、

国、大阪府又は堺市が定める廃棄物に関係する計画又は方針の目標の達成と維持に支障を及ぼす

ことはなく、工事請負業者により実行可能な範囲内で回避又は低減されたものと考える。 

 

表 4.3.2 解体作業による廃棄物等発生量の事後調査結果と予測値の比較 

項目 
事後調査結果 評価書 予測値 

管理運営施設 駐車場 管理運営施設 駐車場 

廃棄物発生量（kg） 407,280 3,143,980 570,760 5,160,000 

再資源化量（kg） 407,280 3,139,230 556,629 4,969,000 

処分量（kg） 0 4,750 14,131 191,000 

再資源化率（％） 100 99.8 97.5 96.3 

建設発生土量（m3） 0 100 - 3,400 

（注 1）廃棄物発生量、再資源化量及び処分量については、事後調査結果と表 4.3.1 の内訳の計は必ずしも一致
しない。 
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別紙１ 環境保全措置の履行状況 

 

評価書に記載した環境保全措置の履行状況は、表 1（1）～（4）のとおりである。 

 

表 1（1） 環境保全措置の履行状況（解体工事中） 

環境項目 環境保全措置の内容 履行状況 

大気質 ・使用する建設機械は、可能な限り最新の 
排ガス対策型の車種を採用し、適切に点
検・整備を実施する。 

 
 
 
・工事の効率化・平準化により、工事用車 
両台数の削減、建設機械の同時稼働や高
負荷運転の回避に努める。 

 
 
 
・工事用車両の走行や建設機械の稼働にあ
たっては、過積載の防止、積み荷の安定
化、空ぶかしの禁止、アイドリングストッ
プの遵守等、適切な運行・施工を指導す
る。 

 
 
・工事用車両の走行ルートや時間帯は、道 
路規格、周辺道路の状況、住居の立地状況
等に配慮し、効率的で環境負荷が小さく
なるよう、計画的な運行管理を行う。 

・使用する建設機械については、可能 
な限り最新の排ガス対策型機種の採
用に努めるとともに、点検・整備を適
切に実施しました。【履行状況写真
①～④】 

 
・工種の輻輳を避けた施工計画とする
ことにより、工事の効率化・平準化を
図り、工事用車両台数の削減、建設機
械の同時稼働や高負荷運転の回避に
努めました。 

 
・工事請負業者に対して、工事用車両 
の走行や建設機械の稼働にあた 
り、過積載の防止、積み荷の安定 
化、空ぶかしの禁止、アイドリングス
トップの遵守等、適切に運行・施工す
るよう指導しました。 

 
・工事用車両の走行ルートや時間帯に
ついては、事業地の周辺状況に配慮
し、関係機関と協議を行った上で設
定しました。また、工事用車両を効率
的で環境負荷が小さくなるように運
行するため、運行管理を計画的かつ
適切に行いました。 

騒音 ・使用する建設機械は、可能な限り最新の 
低騒音型の車種を採用し、適切に点検・整
備を実施する。 

 
 
 
・工事の効率化・平準化に努め、工事用車 
両台数の削減、建設機械の同時稼働や高
負荷運転の回避に努める。 

 
 
 
・工事用車両の走行や建設機械の稼働にあ
たっては、過積載の防止、積み荷の安定
化、制限速度の遵守、空ぶかしの禁止、ア
イドリングストップの遵守等、適切な運
行・施工を指導する。 

 
 
 
・工事用車両の走行ルートや時間帯は、道 
路規格、周辺道路の状況、住居の立地状況
等に配慮し、効率的で環境負荷が小さく
なるよう、計画的な運行管理を行う。 

・使用する建設機械については、可能 
な限り最新の低騒音型機種の採用に
努めるとともに、点検・整備を適切に
実施しました。【履行状況写真①～
④】 

 
・工種の輻輳を避けた施工計画とする
ことにより、工事の効率化・平準化を
図り、工事用車両台数の削減、建設機
械の同時稼働や高負荷運転の回避に
努めました。 

 
・工事請負業者に対して、工事用車両 
の走行や建設機械の稼働にあた 
り、過積載の防止、積み荷の安定 
化、制限速度の遵守、空ぶかしの禁
止、アイドリングストップの遵守等、
適切に運行・施工するよう指導しま
した。 

 
・工事用車両の走行ルートや時間帯に
ついては、事業地の周辺状況に配慮
し、関係機関と協議を行った上で設
定しました。また、工事用車両を効率
的で環境負荷が小さくなるように運
行するため、運行管理を計画的かつ
適切に行いました。 
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表 1（2） 環境保全措置の履行状況（解体工事中） 

環境項目 環境保全措置の内容 履行状況 

振動 ・工事用車両の出入口は、可能な限り段差 
を低減し、振動の発生抑制に努める。 

 
・使用する建設機械は、可能な限り最新の 
低振動型の車種を採用し、適切に点検・整
備を実施する。 

 
 
・工事の効率化・平準化により、工事用車 
両台数の削減、建設機械の同時稼働や高
負荷運転の回避に努める。 

 
 
 
・工事用車両の走行にあたっては、過積載 
の防止、積み荷の安定化、制限速度の遵守
等、適切な運行を指導する。 

 
 
・工事用車両の走行ルートや時間帯は、道 
路規格、周辺道路の状況、住居の立地状況
等に配慮し、効率的で環境負荷が小さく
なるよう、計画的な運行管理を行う。 

 
 
 

・解体工事においては、段差のない既 
設の出入口を活用しました。 

 
・使用する建設機械については、可能 
な限り最新の低振動型機種の採用に
努めるとともに、点検・整備を適切に
実施しました。 

 
・工種の輻輳を避けた施工計画とする
ことにより、工事の効率化・平準化を
図り、工事用車両台数の削減、建設機
械の同時稼働や高負荷運転の回避に
努めました。 

 
・工事請負業者に対して、工事用車両 
の走行にあたり、過積載の防止、積み
荷の安定化、制限速度の遵守等、適切
に運行するよう指導しました。 

 
・工事用車両の走行ルートや時間帯に
ついては、事業地の周辺状況に配慮
し、関係機関と協議を行った上で設
定しました。また、工事用車両を効率
的で環境負荷が小さくなるように運
行するため、運行管理を計画的かつ
適切に行いました。 

土壌汚染 ・大阪府生活環境の保全等に関する条例に
基づく要届出管理区域内において土地の
形質変更をする場合は、同条例第 81 条の
13 に基づき、土地の形質の変更に着手す
る日の 14 日前までに、当該土地の形質の
変更の種類、場所、施行方法及び着手予定
日その他規則で定める事項を堺市長に届
け出る。 

 
・土壌汚染対策法施行規則第 25 条、大阪府
生活環境の保全等に関する条例施行規則
第 48 条の 27 で定義する土地の形質変更
が 3,000 ㎡以上となる場合、以下の手続
き等を行う。 
・土壌汚染対策法第４条第１項に基づき、
土地の形質の変更に着手する日の 30日
前までに、土地の形質の変更の場所及
び着手予定日その他環境省令で定める
事項を堺市長に届け出る。 

・大阪府生活環境の保全等に関する条例
第 81 条の５第１項に基づき、土地の形
質の変更に着手する日の 30 日前まで
に、土地における過去の管理有害物質
の使用の状況その他の規則で定める事
項について調査し、その結果を堺市長
に報告する。 

 
・土壌の掘削に際しては、適宜散水を行う
等、土砂の飛散防止に努める。 

 
 
 
 

・事業地の敷地内には、大阪府生活環 
境の保全等に関する条例に基づく要
届出管理区域に該当する箇所はあり
ません。 

 
 
 
 
 
・解体工事では、土壌汚染対策法施行 
規則第 25 条、大阪府生活環境の保全
等に関する条例施行規則第48条の27
で定義する 3,000 ㎡以上の土地の形
質変更を実施していません。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・土壌の掘削に際しては、適宜散水等 
を行い、土壌の飛散防止に努めまし
た。【履行状況写真⑤、⑥】 
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表 1（3） 環境保全措置の履行状況（解体工事中） 

環境項目 環境保全措置の内容 履行状況 

土壌汚染 ・工事用車両の出場にあたっては、タイヤ 
等洗浄を実施し、付着した土壌の事業計
画地からの持ち出しを防止する。 

 

・工事用車両の出入口にタイヤ洗浄場
所を設け、出場時にはタイヤ洗浄を
行い、事業地外への泥土等の持ち出
し防止を図りました。 

人と自然との
触れ合い活動
の場 

・使用する建設機械は、可能な限り最新の 
環境対策型の車種を採用し、適切に点検・
整備を実施する。 

 
 
 
・必要に応じて工事区域の周囲に仮囲いを
設置し、事業計画地に隣接する人と自 
然との触れ合い活動の場への排ガス、騒
音等の影響低減に努める。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
・工事用車両の走行ルートや時間帯は、道 
路規格、周辺道路の状況、人と自然との触
れ合い活動の場へのアクセス状況等を踏
まえ、影響が小さくなるよう、計画的な運
行管理を行い、必要に応じて警備員の配
置を行う。 

 
 
 
 
 
 
・工事の効率化・平準化に努め、工事用車 
両台数をできる限り削減し、レクリエー
ション利用が多い時期・時間帯に配慮し
た施工計画とする。 

 
 
 
・工事期間中に生物共生型護岸で観察会等
が行われる場合には、建設機械の稼働や
工事用車両の場内走行について事前に主
催者と調整を行い、利用の安全性を確保
する。 

・使用する建設機械については、可能 
な限り最新の環境対策型機種の採用
に努めるとともに、点検・整備を適切
に実施しました。【履行状況写真①～
④】 

 
・周辺環境への排ガス、騒音等の影響 
低減に向けて、工種の輻輳を避けた
施工計画とすることにより、工事の
効率化・平準化を図り、工事用車両台
数の削減、建設機械の同時稼働や高
負荷運転の回避に努めました。さら
に、使用する建設機械については、可
能な限り最新の排ガス対策型、低騒
音型、環境配慮型等の車種の採用に
努めるとともに、点検・整備を適切に
実施しました。【履行状況写真①～
④】 

 
・工事用車両の走行ルートや時間帯に
ついては、事業地の周辺状況や人と
自然との触れ合い活動の場へのアク
セス状況等に配慮し、関係機関と協
議を行った上で設定しました。また、
工事用車両を効率的で環境負荷が小
さくなるよう運行するため、運行管
理を計画的かつ適切に行うととも
に、工事用車両の出入口に警備員を
常時配置しました。【履行状況写真
⑦】 

 
・工種の輻輳を避けるとともに、レク 
リエーション利用の多い時期（土日
祝、年末年始等）を避けた施工計画と
することにより、工事用車両台数の
削減、建設機械の同時稼働や高負荷
運転の回避に努めました。 

 
・工事期間中に生物共生型護岸で観察
会等は実施されませんでした。 

地球環境 
（地球温暖化） 

・使用する建設機械は、可能な限り最新の 
排ガス対策型の車種を採用し、適切に点
検・整備を実施する。 

 
 
 
・工事の効率化・平準化により、工事用車 
両台数の削減、建設機械の同時稼働や高
負荷運転の回避に努める。 

 

・使用する建設機械については、可能 
な限り最新の排ガス対策型機種の採
用に努めるとともに、点検・整備を適
切に実施しました。【履行状況写真
①～④】 

 
・工種の輻輳を避けた施工計画とする
ことにより、工事の効率化・平準化を
図り、工事用車両台数の削減、建設機
械の同時稼働や高負荷運転の回避に
努めました。 
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表 1（4） 環境保全措置の履行状況（解体工事中） 

環境項目 環境保全措置の内容 履行状況 

地球環境 
（地球温暖化） 

・工事用車両の走行や建設機械の稼働にあ
たっては、過積載の防止、積み荷の安定
化、空ぶかしの禁止、アイドリングストッ
プの遵守等、適切な運行・施工を指導す
る。 

 
 
・工事用車両の走行ルートや時間帯は、道 
路規格、周辺道路の状況、住居の立地状況
等に配慮し、効率的で環境負荷が小さく
なるよう、計画的な運行管理を行う。 

・工事請負業者に対して、工事用車両 
の走行や建設機械の稼働にあた 
り、過積載の防止、積み荷の安定 
化、空ぶかしの禁止、アイドリングス
トップの遵守等、適切に運行・施工す
るよう指導しました。 

 
・工事用車両の走行ルートや時間帯に
ついては、事業地の周辺状況に配慮
し、関係機関と協議を行った上で設
定しました。また、工事用車両を効率
的で環境負荷が小さくなるように運
行するため、運行管理を計画的かつ
適切に行いました。 

廃棄物等 ・「建設工事に係る資源の再資源化等に関す
る法律」等の関係法令に基づき、発生抑
制・減量化・リサイクルについて適切な措
置を講じる。 

 
・掘削土は、可能な限り場内の埋戻し土と 
して利用し、建設発生土の発生抑制を図
る。 

 
・施設は、可能な限りリース品等を活用し、
廃棄物の発生抑制を図る。 

 
・掘削時に埋設廃棄物が存在した場合は、
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
等に基づき、適正に処分する。 

 
・最新の「建設リサイクル推進計画」（国土
交通省）が掲げる再資源化率等の目標を
達成するように努める。 

・関係法令に基づき、廃棄物の発生抑
制・減量化・リサイクルについて適切
な措置を講じました。 

 
 
・掘削土については、可能な限り事業 
地内の埋戻し土として利用しまし
た。 

 
・施設（工事作業所等）にはリース品 
を活用しました。 

 
・関係法令に基づき、埋設廃棄物を適 
正に処分しました。 

 
 
・最新の「建設リサイクル推進計画」 
（国土交通省）が掲げる再資源化率
等の目標を概ね達成しました。 

安全（交通） ・工事用車両や施設利用車両の出入口付近
には、誘導員を適宜配置し、交通事故の防
止に努める。 

 
・夜間や休日には工事関係者以外の者が工
事現場に立ち入らないように出入口に施
錠する等の対策を講じる。 

 
 
・工事の効率化・平準化に努め、工事用車 
両台数をできる限り削減する。 

 
 
 
・工事用車両の走行に関しては、走行ルー 
トや制限速度の遵守等、適切な運行を指
導する。 

・工事用車両の出入口付近に警備員を
常時配置し、安全管理に努めました。
【履行状況写真⑦】 

 
・工事作業時間帯以外に工事関係者以
外の者が工事現場に立ち入らないよ
う、出入口に施錠していました。 

 
 
・工種の輻輳を避けた施工計画とする
ことにより、工事の効率化・平準化を
図り、工事用車両台数の削減等に努
めました。 

 
・工事請負業者に対して、走行ルート 
や道路交通法等を遵守するよう指導
しました。 
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【履行状況写真：解体工事中における環境保全措置実施状況】 

 

 
②排ガス対策・低騒音・低燃費型重機 

 
①低騒音・低排出ガス・低燃費認定ステッカー ③排ガス対策・低騒音・低燃費型重機 

  
④排ガス対策・低騒音・低燃費型重機 ⑤散水作業 

  
⑥散水車 ⑦警備員による誘導 
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別紙２ 市長意見等（準備審査書）に対する事業者の見解及び履行状況 

 

「堺市環境影響評価条例」（平成 18年堺市条例第 78号）第 32条第１項によって述べられた準

備審査書における意見、及びそれに対する当協会の見解、並びにその履行状況は、表 2（1）～（3）

のとおりである。 

 

表 2（1） 市長意見等（準備審査書）に対する事業者の見解及び履行状況 

市長意見等 事業者の見解 履行状況 

１．全般的事項 

(1)事業計画地周辺の交通

量の現状を把握するため、

改めて交通量調査を実施

し、施設利用車両及び工事

用車両の走行ルートについ

て、交通容量等の面で問題

がないことが確認された場

合は、三宝 IC南側の臨港道

路を経由するルートだけで

なく、三宝 ICを左折する北

回りのルートの採用も検討

すること。 

当初は事業計画地まで最

短となる三宝 IC を直進す

るルート（南回りルート）を

主要ルートとしていました

が、交通量の平準化の観点

から、三宝 IC を左折するル

ート（北回りルート）の採用

を検討します。改めて現況

の交通状況を把握するた

め、令和５年 12月 17日、19 

日に交通量調査を実施しま

した。今後、交通容量等の確

認を行い、北回りルートと

南回りルートの適切な分担

について、関係機関と協議

のうえ、検討してまいりま

す。 

施設利用車両の走行ルートにつ

いては、まず、交通容量面での検討

を行うため、大阪府域の渋滞状況を

把握し、渋滞対策を推進している

「大阪地区渋滞対策協議会」の中

に、「大阪・関西万博関連交通対策

検討部会」を設け、令和６年３月 22

日に関係機関とともに検討に着手

しました。 

令和６年７月９日開催の第２回

部会において、交通容量面から、走

行ルートについては次の方向性で

合意が得られました。 

 

・自家用車は、来場方向、退場方

向とも北回りルートへの誘導

が望ましい。 

・Ｐ＆Ｒシャトルバスは、来場方

向は南回りルート、退場方向は

北回りルートで運行すること

が、一般交通への影響低減につ

ながり、望ましい。 

 

合意された方向性について、地元

関係団体に個別に説明したところ、

特に異論はなかったため、走行ルー

トについては、自家用車は来場・退

場方向ともに北回りルートで誘導

し、Ｐ＆Ｒシャトルバスは、来場方

向は南回りルート、退場方向は北回

りルートで運行しました。 

また、工事用車両の走行ルートに

ついては、堺市や地元関係団体等と

令和６年３月に協議を行い、一般交

通への影響が低減できるよう、来

場・退場方向とも北回りルートを走

行しました。 
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表 2（2） 市長意見等（準備審査書）に対する事業者の見解及び履行状況 

市長意見等 事業者の見解 履行状況 

(2)駐車場の運用方針等と

合わせて、環境配慮の方針

について検討を行い、例え

ばパークアンドライドバス

に関しては、準備書で示し

た内容に加えて、エコドラ

イブの励行や駐車場の予約

状況と連動した効率的な運

行など、評価書において、よ

り幅広く具体的な内容を環

境保全措置として示すよう

努めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

準備書に示した内容に加

えて、Ｐ＆Ｒ シャトルバス

に関しては国の認定を受け

た低排出ガス車の採用や、

加速・減速の少ない運転等

エコドライブの励行、回送

の少ない効率的な運行な

ど、また、来場車両に関して

は最寄りの阪神高速出口の

利用を推奨し、推奨出口を

利用した来場者の駐車料金

を相対的に引き下げる等の

インセンティブや、入庫時

間予約により予約枠を道路

交通容量以下に抑えたもの

にするなど、現時点におけ

る検討の進捗状況を記載し

ています。 

 

 

 

 

 

 

Ｐ＆Ｒシャトルバスに関する環

境保全措置については、以下の対策

を講じました。 

 

・国の認定を受けた低排出ガス車

の採用 

 ・加速・減速の少ない運転やアイ

ドリングストップなど運転手

へのエコドライブの徹底 

 ・回送の少ない効率的な運行 

 ・復路の利用時間調査アンケート

を活用した需要に合わせた運

行ダイヤの変更 

 

 来場車両に関する環境保全措置

については、2025年日本国際博覧会

来場者輸送対策協議会が令和６年

12 月に策定した「大阪・関西万博 

来場者輸送具体方針（アクションプ

ラン） 第５版（最終版）」に基づ

き、以下の対策を講じました。 

 

 ・阪神高速指定出口を利用及び阪

神高速中心部を迂回する場合

は料金を割り引く等、万博Ｐ＆

Ｒ利用料金にダイナミックプ

ライシングを導入 

 ・万博Ｐ＆Ｒ駐車場を事前予約制

として運用（事前に日時及び乗

車人数の予約並びに料金決済

が必要） 

 ・万博Ｐ＆Ｒ駐車場の道路交通容

量に応じた予約枠の設定 

 

(3)今後の検討により、万博

会場までの船舶輸送の実現

可能性が高まった場合は、

必要に応じて、船舶輸送に

関係する環境要素について

も環境影響評価を行うこ

と。 

 

事業計画地から万博会場

までの船舶輸送の可能性は

極めて低いことから、評価

書では船舶輸送に関する環

境影響評価を行っておりま

せん。今後、万博会場までの

船舶輸送の実現可能性が高

まった場合は、貴市と協議

のうえ、適切に対応してま

いります。 

事業地から万博会場までの新し

い航路は開設されませんでした。 
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表 2（3） 市長意見等（準備審査書）に対する事業者の見解及び履行状況 

市長意見等 事業者の見解 履行状況 

２．大気質、騒音、振動、地

球環境（地球温暖化）、安全

（交通） 

事業計画地周辺の道路交

通への影響を低減するた

め、万博会場への来場者数

のピークの平準化や駐車場

予約枠の制限等による万博

交通の需要平準化策を確実

に実施し、交通集中の緩和

を図るよう配慮すること。 

 

事業計画地周辺の道路交

通への影響を低減するた

め、会期前半の料金割引入

場券の販売等による日来場

者数のピークの平準化や、

会場への入場時間予約や駐

車場入庫時間予約等による

時間来場者数のピークの平

準化、来場者が集中する日・

時間における万博Ｐ＆Ｒ駐

車場の利用料金引き上げな

どについて調整を進め、交

通集中の緩和を図ってまい

ります。 

2025 年日本国際博覧会来場者輸

送対策協議会が令和６年 12 月に策

定した「大阪・関西万博 来場者輸

送具体方針（アクションプラン） 

第５版（最終版）」に基づき、交通

集中の緩和を図るため、以下の輸送

需要平準化策を講じました。 

 

・入場券販売において会期前半の

料金割引入場券の販売や入場

日予約等の実施による日来場

者数のピークの平準化 

・会場への入場時間予約や駐車場

入庫時間予約等による時間来

場者ピークの平準化 

・万博Ｐ＆Ｒ駐車場の利用料金に

ダイナミックプライシングを

導入することによる来場者数

のピークの平準化 

 

３．陸域生態系 

移動性が低い昆虫類の重

要種であるツシマヒメサビ

キコリ、ジュウサンホシテ

ントウが事業計画地内で確

認されていることから、昆

虫類の専門家の助言を受け

て、工事着手前に改めて現

地調査を実施し、これらの

種が確認された場合は、捕

獲された個体を場外で生息

が確認された場所へ移動さ

せる等の対策を検討するこ

と。 

 

昆虫類の専門家の助言を

踏まえ、工事着手直前に現

地調査を行い、これらの種

が確認された場合は、生息

が確認されている隣接地へ

移動させる予定です。また、

第１駐車場の事業計画地に

ついては、未利用個所の草

地環境を保全する予定で

す。 

 

工事着手前に改めて現地調査を

実施したところ、事業地内でツシマ

ヒメサビキコリを 10 匹、ジュウサ

ンホシテントウを１匹捕獲し、これ

らを場外へ移動させました。また、

第１駐車場の未利用個所の草地環

境を保全しました。 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本書で使用している地形図・航空写真は、別途出典を記載しているものを除

き、国土地理院の電子地形図又は基盤地図情報を使用したものである。 

なお、令和元年 12 月 10 日に測量法（昭和 24 年法律第 188 号）第 29 条が

改正され、国土地理院地図の利用に係る申請要件が緩和されたため、「国土地

理院コンテンツ利用規約」に基づき出典の記載をした。 

 


